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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】可搬型の漏電動作試験器において、作業者にと
って測定時の動作電流情報を入力する手間を軽減できる
とともに、入力データの正確性を向上させることができ
る測定器を提供すること。
【解決手段】測定対象機器における動作電流情報を入力
する動作電流情報入力手段と、該動作電流情報入力手段
によって入力された動作電流情報に基づいて出力する電
流値を演算し決定する出力電流値決定手段と、前記動作
電流情報入力手段によって入力された動作電流情報に基
づいて決定された出力電流値を電路に出力する電流出力
手段と、出力された電流によって測定対象機器が漏電動
作したか否かの情報を記憶する記憶手段とを備えるとと
もに、前記動作電流情報の入力を補助するための情報入
力補助手段を備えて構成されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電路に介在する測定対象機器の漏電動作試験を行うための可搬型の漏電動作試験器であっ
て、
測定対象機器における動作電流情報を入力する動作電流情報入力手段と、
該動作電流情報入力手段によって入力された動作電流情報に基づいて出力する電流値を演
算し決定する出力電流値決定手段と、
前記動作電流情報入力手段によって入力された動作電流情報に基づいて決定された出力電
流値を電路に出力する電流出力手段と、
出力された電流によって測定対象機器が漏電動作したか否かの情報を記憶する記憶手段と
を備えるとともに、
前記動作電流情報の入力を補助するための情報入力補助手段を備えて構成されることを特
徴とする可搬型の漏電動作試験器。
 
【請求項２】
前記情報入力補助手段は、測定対象機器の所望箇所を撮像する撮像手段であることを特徴
とする請求項１記載の可搬型の漏電動作試験器。
 
【請求項３】
前記撮像手段は、可搬型の漏電動作試験器を構成する筐体から離脱自在に設けられ、撮像
時に筐体から外方に離脱させて使用できることを特徴とする請求項２記載の可搬型の漏電
動作試験器。
 
【請求項４】
前記情報入力補助手段は、測定対象機器に設けられた通信用回路と通信を行う通信手段で
あることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の可搬型の漏電動作試験器。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可搬型の漏電動作試験器に関する。特に、可搬型の漏電動作試験器の本体に
、測定対象機器毎に定められた測定電流情報が入力される測定電流情報入力部が設けられ
るとともに、測定電流情報の入力を補助する情報入力補助手段が設けられた測定器に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　測定対象機器における漏電動作電流を測定する装置は種々開示されている。例えば、感
電事故の防止や電路の漏電発生による火災を防止するために設置される漏電遮断器や漏電
継電器の動作確認を行うための装置として以下のような装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１においては、測定時の正確性と簡単さを両立させるためになされた漏電遮断
器テスタ２０が開示されている。
【０００４】
　具体的には、測定対象機器となる漏電遮断器１０の動作テスト実施時に、漏電遮断器テ
スタ２０に設けられた測定を開始するためのボタンを押さなくとも、漏電遮断器１０の測
定点にテスタの測定端子１，２を接触させてから一定の時間が経過すれば自動的に測定が
開始されるものである。
【０００５】
　特に、一定時の時間が経過してから動作テストを自動測定させるために、作業者の手の
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震えなどによる漏電遮断器１０の測定点と漏電遮断器テスタ２０の測定端子１，２との接
触不良に起因するチャタリングによる誤測定を防止することができ正確性に優れたもので
ある。
【０００６】
　そして、試験電流を種々別の値に代えて、漏電遮断器１０の不動作確認を行ったり、動
作確認を行う場合に、測定を連続して行いやすいものである。
【０００７】
　測定端子１，２から手を離すことなく動作テストを実施することができるから、作業者
にとっては動作テストの負担が軽減され、なおかつ、漏電遮断器１０の測定点と測定端子
１，２との接触不良に起因するチャタリングに起因する誤測定が防止されるから測定の正
確性と簡単さを両立させることができる。
【０００８】
　特許文献２においては、測定時の操作性と作業能率を向上させるためになされた測定条
件に見合った可変抵抗器の自動組み合わせを行う動作試験装置が開示されている。
【０００９】
具体的には、測定対象機器となる漏電遮断器１０の動作テスト実施時に、必要な電流の大
きさを調整するための可変抵抗器を所定の抵抗値に調整する作業を行わなくとも、複数の
固定抵抗と複数のリレースイッチを組み合わせた抵抗選択回路７と、キー入力された指令
に基づきリレースイッチ（ＲＹ０，ＲＹ１，ＲＹ２，ＲＹ‘２）を開閉させて抵抗選択回
路７の抵抗を所定の値に設定する手段を備えることによって、必要な電流の大きさを自動
調整するものである。
【００１０】
動作テストに必要な電流の大きさをキー操作によって任意に選択可能とすることによって
、煩雑な抵抗値調整作業が不要になったため、装置の操作性と作業能率の両方を向上させ
ることができる。
【００１１】
　特許文献３においては、測定時の容易性と測定の短時間化を両立させるためになされた
漏電遮断器用テスタが開示されている。
【００１２】
具体的には、測定対象機器となる漏電遮断器４の感度電流測定作業の実施時に、クロック
パルス生成部によってカウンタ回路にクロックパルスを入力させる。そして、クロックパ
ルスが入力されたカウンタ回路の出力信号によってスイッチング素子を駆動させることに
より、電路電圧の周波数の１サイクル毎に抵抗群Ｒの抵抗値が可変されて電路に流す疑似
漏電電流の大きさを変化させていくものである。
【００１３】
これによって、漏電遮断器の感度電流測定作業時において、電路に流す疑似漏電電流の大
きさを手動にて調整する必要がなくなるから、測定の容易性を測定の短時間化の両方を向
上させることができる。
【００１４】
なお、漏電遮断器４がトリップしたときには、漏電遮断器テスタ４には電源が印加されな
くなるが、前記スイッチング素子の接点はそのときの状態で保持されており、漏電遮断器
テスタ４のプローブを漏電遮断器４の電源側回路に接続することにすることにより電源を
回復させて、漏電遮断器テスタの表示値を読み取る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００３－１９７０８３号公報
【特許文献２】特開２００１－８４８８７号公報
【特許文献３】実開平６－６４３４９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　このように、測定対象機器における漏電動作電流を測定する装置は種々開示されており
、測定時の正確性，容易性，作業能率の向上等優れた効果を奏している。
【００１７】
　一方、測定対象機器の漏電動作電流を測定するにあたり、測定作業者の測定負担を軽減
し測定作業能率を向上させることに加え、電力の安定供給という観点を鑑みると、電力の
需要側における機器の正常動作が該電力の安定供給を持続させる要因のひとつとなり得る
。
【００１８】
　即ち、需要側における機器が正常に機能することによって、電力の供給と利用の循環が
成り立つため、需要者側の機器が正常動作するか否かを測定する際に、測定時のデータを
記録しておいて、次回の測定時に参照したり、測定結果を比較することによって、機器の
故障や正常動作しない可能性の傾向を把握する必要がある。
【００１９】
　測定データについて過去のものと現在のものを比較したり、傾向を把握するにあたって
は、測定を行う際の動作電流情報を入力する手間をできるだけ削減して、作業能率を向上
させ、かつ情報入力の正確性を向上させることが望ましい。
【００２０】
　本発明は、上記の事情に鑑み、可搬型の漏電動作試験器において、作業者にとって測定
時の動作電流情報を入力する手間を軽減できるとともに、入力データの正確性を向上させ
ることができる測定器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る可搬型の漏電動作試験器は、上記課題を解決すべく構成されたもので、測
定対象機器における動作電流情報を入力する動作電流情報入力手段と、該動作電流情報入
力手段によって入力された動作電流情報に基づいて出力する電流値を演算し決定する出力
電流値決定手段と、前記動作電流情報入力手段によって入力された動作電流情報に基づい
て決定された出力電流値を電路に出力する電流出力手段と、出力された電流によって測定
対象機器が漏電動作したか否かの情報を記憶する記憶手段とを備えるとともに、前記動作
電流情報の入力を補助するための情報入力補助手段を備えて構成されることを特徴とする
ものである。
【００２２】
　かかる構成によれば、動作電流情報を入力する際に、情報入力補助手段によって、情報
入力が補助されるため、動作電流情報を入力する手間を軽減できるとともに、入力データ
の正確性を向上させることができる。
【００２３】
　また、本発明に係る可搬型の漏電動作試験器は、前記情報入力補助手段は、測定対象機
器の所望箇所を撮像する撮像手段であることを特徴とするものである。
【００２４】
　かかる構成によれば、測定対象機器における漏電動作試験を行うために必要な情報が記
載されている部分を撮像することによって、撮像データを取得できる。そして、該撮像デ
ータを出力電流値決定手段に出力し、撮像データを読み取り解析することによって動作電
流情報を取得することができる。
【００２５】
　また、前記撮像手段は、可搬型の漏電動作試験器を構成する筐体から離脱自在に設けら
れ、撮像時に筐体から外方に離脱させて使用できることを特徴とするものである。
【００２６】
　かかる構成によれば、可搬型の漏電動作試験器から、撮像手段を離脱させて使用するこ
とができるから、測定対象機器における所望箇所を撮像する際に試験器本体を測定対象機



(5) JP 2017-168331 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

器に近づけて撮像することが困難な場合に、撮像手段だけ外方に離脱させて所望箇所に近
づけて撮像することができるから、測定作業を無理なく行うことができる。
【００２７】
　また、情報入力補助手段は、測定対象機器に設けられた通信用回路と通信を行う通信手
段であることを特徴とするものである。
【００２８】
　かかる構成によれば、測定対象機器に設けられた通信用回路と通信を行う通信手段を設
けているから、測定対象機器から動作電流情報を通信手段によって取得することができる
。
【発明の効果】
【００２９】
　以上の如く、本発明は、可搬型の漏電動作試験器において、作業者にとって測定時の動
作電流情報を入力する手間を軽減できるとともに、入力データの正確性を向上させること
ができる測定器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】第一の実施の形態に係わる可搬型の漏電動作試験器のブロック構成図
【図２】情報入力補助手段として撮像手段を用いた場合の概要図
【図３】情報入力補助手段として通信手段を用いた場合の概要図
【図４】第一の実施の形態における動作フローの説明図
【図５】統計処理の例
【図６】統計処理の例
【図７】第二の実施の形態に係わる可搬型の漏電動作試験器のブロック構成図
【図８】統計処理の例
【図９】他の例に係わる可搬型の漏電動作試験器のブロック構成図
【図１０】他の例に係わる動作フローの説明図
【図１１】従来の形態に示されるテスタの説明図
【図１２】従来の形態に示されるテスタの説明図
【図１３】従来の形態に示されるテスタの説明図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下，本発明の実施の形態について，図面を用いて説明する。
【００３２】
（第一の実施形態）
【００３３】
　まず、本実施形態に係る可搬型の漏電動作試験器の基本構成について、図１のブロック
図を用いて説明する。
【００３４】
　図１は、可搬型の漏電動作試験器を漏電遮断器に適用した例を示している。１は本件発
明の可搬型の漏電動作試験器の本体、１０は測定対象機器となる漏電遮断器、２１，２２
は可搬型の漏電動作試験器１を漏電遮断器１０に電気的に接続するテストリードである。
【００３５】
　本体１は、外形が略直方体形状をしており、筐体は、樹脂製のケースとカバーとからな
る。筐体の内部には電源回路や、前記テストリード２１，２２から電流を出力するための
出力回路等、主要機器が収納されている。本体の大きさは、縦×横およそ２０ｃｍ四方、
高さが１０ｃｍ程度であり、また重さが約２ｋｇほどに構成されており、片手で持って持
ち運びが可能となっている。
【００３６】
　可搬型の漏電動作試験器の本体１の内部には、本体１の電源となる電源部１４を備えて
いる。電源部１４は、一次電池または二次電池の電源とスイッチを介して接続されており
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、電圧調整部等を備えて構成されている。
【００３７】
　また、本体１には、測定に係わる情報を入力するための情報入力手段１１が備えられて
おり、測定対象機器となる漏電遮断器１０の動作電流情報を入力する動作電流情報入力手
段１１１と、周囲環境情報を入力する周囲環境情報入力手段１１３と、測定対象機器とな
る漏電遮断器１０等の機器情報を入力する機器情報入力手段１１２と、情報入力補助手段
１１４とを備えている。
【００３８】
　出力電流値決定手段１２においては、動作電流情報入力手段１１によって入力された動
作電流情報に基づいて、出力する電流値を演算し決定する。そして、決定された出力電流
値を出力する電流出力手段１３とを備えている。
【００３９】
　また、電流出力手段によって出力される電流を検出するための電流検出部１８と、測定
対象機器に印加される電圧を検出するための電圧検出部１６とがさらに備えられている。
例えば、測定対象機器が介在する電路の電圧が単相３線式であれば、１００Ｖまたは２０
０Ｖを検出する。
【００４０】
　ここで、情報入力手段１１は、タッチパネル式の液晶表示部で構成されている。液晶表
示部に表示された入力画面を指やペンを用いて触れることによって各種の情報を入力する
。入力は、よく入力する値を予め選択式で表示しておき該当する値を選択してもよいし、
数字キーを表示して個別の数字を選択することによって値を入力してもよい。入力する情
報は、漏電遮断器の動作電流情報、周囲環境情報、機器情報である。
【００４１】
　周囲環境情報としては、外気温や湿度、天候情報等を入力する。また、機器情報として
は、機器のメーカー名、定格感度電流や定格電流、機器の型式情報、製造ロット情報等を
入力する。このほか、測定時のメモとして備考情報を入力してもよい。
【００４２】
　情報入力補助手段１１４としては、撮像手段１１４ａを用いている。撮像手段１１４ａ
は、ＣＣＤ（電荷結像素子）カメラ装置やＣＭＯＳ（相補性金属酸化膜半導体）カメラ装
置など、電子的に対象物を撮像して画像データを生成するカメラ装置である。
【００４３】
　撮像手段１１４ａによって、漏電動作試験を行うために必要な情報が記載されている測
定対象機器の所定部分を撮像することによって、撮像データを取得できる。そして、該撮
像データを出力電流値決定手段に出力し、撮像データを読み取り解析することによって動
作電流情報を取得する。
【００４４】
　また、撮像手段１１４ａは、可搬型の漏電動作試験器１を構成する筐体から離脱可能に
設けられている。図２に記載したように、撮像手段１１４ａの筐体を外方に取り出せるよ
うに構成し、撮像手段１１４ａと可搬型の漏電動作試験器１との間を電源供給用及び通信
用のリード線によって接続してもよいし、可搬型の漏電動作試験器１と撮像手段１１４ａ
とのそれぞれに無線通信回路を設け、両者の間を無線通信によって信号伝達を行ってもよ
い。この場合には、撮像手段１１４ａに駆動用の電源手段（例えば、一次電池、二次電池
、コンデンサ等）を備えるとよい。無線通信方式は、省電力で通信を行えるＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）や、特定小電力無線など種々の方式を採用するとよい。
【００４５】
　また、情報入力補助手段１１４として、測定対象機器１と通信を行う通信手段１１４ｂ
を用いてもよい。通信手段１１４ｂは、測定対象機器１に設けられた通信用回路（図示し
ない）と通信を行うことによって動作電流情報を取得する。
【００４６】
　前記通信用回路には、通信回路とデータ記憶部が設けられており、記憶部には、測定対
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象機器１の固有のデータである、機器のメーカー名、定格感度電流、定格電流、機器の型
式情報、製造ロット情報等が記憶される。
【００４７】
　通信手段１１４ｂは、この通信用回路に記憶された情報を読み出すことによって、動作
電流情報を取得する。通信手段は、電波方式認識（ＲＦＩＤ）を用いて構成するとよい。
例えば、通信用回路において、所定の無線電波を受信可能に設けられたアンテナと、所定
のデータを記憶するＲＦＩＤタグを備えて構成し、可搬型の漏電動作試験器からの読み出
し開始信号によってＲＦＩＤタグと通信を開始するとよい。
【００４８】
　出力電流値決定手段１２は、マイコンで構成している。動作電流情報入力手段１１又は
情報入力補助手段１１４によって入力された入力情報は、出力電流値決定手段１２に入力
される。該出力電流値決定手段１２は、入力された動作電流情報に基づいて、出力する電
流値を演算によって決定する。例えば、測定対象機器として漏電遮断器１０の感度電流を
測定する場合、該漏電遮断器１０の定格感度電流が３０ｍＡのときには、該３０ｍＡの６
０％を演算して２４ｍＡを出力電流値として決定する。１０ｍＡのときには、該１０ｍＡ
の６０％を演算して６ｍＡを出力電流値として決定する。
【００４９】
　測定対象機器の定格電流に応じて、出力する電流を決めるため、出力電流値決定手段１
２には、記憶部が設けられているとともに演算するための演算式データが記憶されている
。
【００５０】
　例えば、測定対象機器が、漏電遮断器の場合には、動作電流情報入力手段１１によって
入力された電流値情報に対して、演算で救出するデータの初期値（例えば、５０％、６０
％、８０％・・・等のねらい値）、および該初期値に対して出力電流を段階的に変化させ
ていくための変移式（初期値と段階的変移のステップの積算、例えば初期値×５％、初期
値×１％、・・・）が記憶されている。
【００５１】
　電流出力手段１３は、定電流回路で構成している。定電流回路は、出力電流値決定手段
１２によって決定された電流値、例えば２４ｍＡの電流を出力する。定電流回路は、前記
マイコンに接続された制御部と、該制御部によって制御されるＦＥＴ（電界効果トランジ
スタ）によって構成されている。
【００５２】
　制御を行う場合には、電圧検出部１６によって予め測定対象機器に印加される電圧が測
定されるとともに、その情報が出力電流値決定手段１２に入力されて、出力電流値決定手
段１２から制御部に向けて、電圧情報に合わせた制御信号が出力される。これによって、
電圧情報に合わせて内部の抵抗を切り替えることが可能となり、ＦＥＴに印加される電圧
を制限しつつ、電圧変動に高速に追従させることによって定電流を維持させる。
【００５３】
　特に電流が小さい領域、例えば数ミリアンペア程度の低い領域において、電流の出力制
御を行う場合には、電圧の変動に伴う出力電流の変動が起きやすいため、予め測定対象機
器に印加される電圧を測定することによって得られた電圧情報に合わせて内部抵抗を切り
替えることによって、精度よく出力電流の大きさを制御することができる。
【００５４】
（動作について）
【００５５】
　次に、可搬型の漏電動作試験器１の動作について、図２を用いて説明する。測定対象機
器として、漏電遮断器を対象として、該漏電遮断器における定格感度電流を測定する場合
を想定する。
【００５６】
　まず、測定する漏電遮断器の定格感度電流値を漏電遮断器の銘板などから読み取り、動
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作電流情報入力手段１１１に入力する。（ステップ　Ｓ００１ａ）
【００５７】
　次に、周囲環境情報を周囲環境情報入力手段１１３に入力する。（ステップ　Ｓ００１
ｂ）
【００５８】
　入力は、テキスト形式で、温度＝２５℃、湿度＝６０％、天候＝晴天などと入力する。
なお、可搬型の動作電流測定器に、データ出力可能な温度測定部、湿度測定部、気圧測定
部等を設けておき、これら測定部からの測定データを取得することによって周囲環境情報
の入力を効率化してもよい。また、これら測定データを記憶手段１２１に記憶させてもよ
い。
【００５９】
　次に、機器情報を機器情報入力手段１１２に入力する。（ステップ　Ｓ００１ｃ）
【００６０】
　入力は、テキスト形式で、機器メーカー名＝○○会社、定格感度電流＝３０ｍＡ、定格
電流＝６０Ａ、型式情報＝ＧＢＵ－６３ＥＣ、製造ロット情報＝２０１６０３などと入力
する。更に、測定時メモとして、分電盤の主幹に使用されている、などと入力する。
【００６１】
　入力がなされた場合、出力電流値決定手段１２は、定められた初期値に基づいて出力電
流値を演算し決定する。（ステップ　Ｓ００２）
【００６２】
　そして、決定された電流値を出力する。（ステップ　Ｓ００３）
【００６３】
　出力された電流値によって、測定する漏電遮断器が動作したか否か、電圧検出部１６に
よって検出し、漏電動作したこと、または漏電動作しなかったこと、などが記憶手段１２
１に記憶される。
【００６４】
（初期値について）
【００６５】
　初期値として、５０％、６０％、８０％を例として定めている。初期値５０％は、対象
機器が漏電遮断器である場合において、動作してはならない下限値であるため、定めてい
る。
【００６６】
　初期値６０％は、対象機器が漏電継電器である場合において、定格感度電流が１０ｍＡ
と小さい場合に動作してはならない下限値であるため、定めている。
【００６７】
　初期値８０％は、対象機器の定格動作設定値の８割ほどで動作するか否かをテストする
ために、定めている。
【００６８】
　このように、ある初期値に目安をつけて、即ちねらい値を定めて動作測定を行うことに
よって、動作電流の測定時間を効率的に削減することができる。
【００６９】
　以上のように、記憶された測定データを用いて、次のように統計処理を行うことができ
る。図３に示したように年別に見た漏電動作電流の推移を確認したり、図４に示したよう
に天候別に見た漏電動作電流の変化を確認することができる。なお、図３、図４のデータ
は模擬データである。
【００７０】
　これらを総合的に判断して、機器の故障や正常動作しない可能性の傾向を把握すること
に役立てることが可能となる。
【００７１】
（第二の実施形態）
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【００７２】
　次に第二の実施形態について説明を行う。
【００７３】
　図７に第二の実施形態における可搬型の漏電動作試験器のブロック図を示した。第一の
実施形態と異なる部分は、情報入力手段として場所情報を入力するＧＰＳ情報入力手段１
１４を更に設けて、記憶手段に場所情報を記憶させるようにした点である。
【００７４】
　ＧＰＳ情報入力手段１１５は、全地球測位システム（ＧＰＳ）を利用して測定場所を取
得する電子回路である。ＧＰＳによって、測定場所における、緯度、経度、高度情報を取
得し、動作電流情報、周囲環境情報、機器に固有の情報と合わせて、記憶手段１２１に記
憶させる。
【００７５】
　このように測定時のデータを記憶させることによって、図８に示したように地区別で見
た漏電動作電流の変化を統計的に扱い、確認することができる。なお、図８のデータは模
擬データである。
【００７６】
　これらを総合的に判断して、機器の故障や正常動作しない可能性の傾向を把握すること
に役立てることが可能となる。
【００７７】
　その他の形態について説明を行う。
【００７８】
　図９にその他の形態における可搬型の漏電動作試験器のブロック図を示した。第二の実
施形態と異なる部分は、出力電流値決定手段１２を構成するマイコンに、測定対象機器の
動作状態を検出する動作状態検出手段である電圧検出部１６によって検出された動作状態
データが入力されることによって測定対象機器が動作したか否かを判別する動作状態判別
手段１２２を更に記憶させて実行可能に備えた点である。また、動作状態判別手段１２２
によって判別された動作情報が出力電流値決定手段１２に反映されることによって出力さ
れる電流値を演算し決定する点が異なる点である。
【００７９】
　この点について、図１０を用いて動作を説明する。
【００８０】
　測定対象機器として、漏電遮断器を対象として、該漏電遮断器における定格感度電流を
測定する場合を想定する。
【００８１】
　まず、測定する漏電遮断器の定格感度電流値を漏電遮断器の銘板などから読み取り、動
作電流情報入力手段１１に入力する。（ステップ　Ｓ００１）
【００８２】
　入力がなされた場合、出力電流値決定手段１２は、定められた初期値に基づいて出力電
流値を演算し決定する。（ステップ　Ｓ００２）
【００８３】
　そして、決定された電流値を出力する。（ステップ　Ｓ００３）
【００８４】
　このとき、マイコン内部に設けられたカウンタを用いて、出力回数をカウントする。ス
テップＳ００３においては、スタートから初めて出力を行う場合であるから、カウントを
ゼロから１にカウントアップさせる。そして、内部に設けられた記憶部に記憶する。
【００８５】
　次に、動作状態判別手段１７によって、出力前後において漏電遮断器１０が動作したか
否かを判別する。（ステップ　Ｓ００４）
【００８６】
　判別は、電圧検出部１６によって、漏電遮断器１０に印加される電圧を検出することに
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よって行う。ステップＳ００３によって電流が出力された後、電圧検出部１６によって検
出される電圧が、１００Ｖから０Ｖに変化した場合には、出力前後において漏電遮断器１
０が動作したと判別する。一方、出力前後において１００Ｖのままである場合には漏電遮
断器１０は動作しなかった（不動作）と判別する。
【００８７】
　出力前後において漏電遮断器１０が動作した場合（フローＡとする）と動作しなかった
場合（フローＢとする）において、動作フローを分けて説明する。例示として、動作電流
情報入力手段１１によって入力された電流値が３０ｍＡ、出力電流値決定手段１２におけ
る初期値が８０％、電流出力手段１３からの出力電流が２４ｍＡ、初期値に対して段階的
に出力電流を変化させていくための変移式が初期値×５％とする。
【００８８】
　まず、出力前後において漏電遮断器動作した場合のフローＡは次のとおりである。
【００８９】
　初回の電流出力によって漏電遮断器１０が動作した場合、出力電流値決定手段１２が設
けられているマイコンは出力を減少させる。（ステップ　Ｓ１０５）
【００９０】
　このときの減少度合いは、前述した変移式に基づき、２４ｍＡ×５％＝１．２ｍＡであ
るから、次に出力する電流値は、２４ｍＡ－１．２ｍＡ＝２２．８ｍＡと減少設定される
。また、２回目の出力となるため、カウントを１増やし、ｎ＝２とする。そして、２２．
８ｍＡに設定した電流を出力する。（ステップ　Ｓ１０６）なお、フロー中、ｉは整数で
あり、ｉ＋＋はｉに１を足して増やすという意味である。
【００９１】
　次に、出力後の漏電遮断器１０の動作状態を判別する。（ステップ　Ｓ１０７）ここで
、状態が不変化、即ち再び動作した場合には、出力した電流は漏電遮断器１０にとっては
検出できる漏電電流値であったということであるから、ステップＳ１０５に戻って再度処
理を繰り返す。このとき、カウントを１増やし、ｎ＝３とする。また、次回出力される電
流値は、２２．８ｍＡ－１．２ｍＡ＝２１．６ｍＡと減少設定される。
【００９２】
　一方、出力前後において、状態が変化した場合、即ち動作しなかった場合には、出力し
た電流は漏電遮断器１０が検出できなかった漏電電流値であったということであるから、
ひとつ前に出力した電流値をもって動作電流値と決定する。（ステップＳ１０８）
　したがって、この場合の動作電流値は、この場合の動作電流値は、２２．８ｍＡという
ことになる。
【００９３】
　続いて、出力前後において漏電遮断器動作しなかった場合のフローＢは次のとおりであ
る。
【００９４】
　初回の電流出力によって漏電遮断器１０が動作しなかった場合、出力電流値決定手段１
２が設けられているマイコンは出力を増加させる。（ステップ　Ｓ２０５）
【００９５】
　このときの増加度合いは、前述した変移式に基づき、２４ｍＡ×５％＝１．２ｍＡであ
るから、次に出力する電流値は、２４ｍＡ＋１．２ｍＡ＝２５．２ｍＡと増加設定される
。また、２回目の出力となるため、カウントを１増やし、ｎ＝２とする。そして、２５．
２ｍＡに設定した電流を出力する。（ステップ　Ｓ２０６）
【００９６】
　次に、出力後の漏電遮断器１０の動作状態を判別する。（ステップ　Ｓ２０７）ここで
、状態が不変化、即ち再び動作しなかった場合には、出力した電流は漏電遮断器１０にと
っては検出できなかった漏電電流値であったということであるから、ステップＳ２０５に
戻って再度処理を繰り返す。このとき、カウントを１増やし、ｎ＝３とする。また、次回
出力される電流値は、２５．２ｍＡ＋１．２ｍＡ＝２６．４ｍＡと増加設定される。
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　一方、出力前後において、状態が変化した場合、即ち動作した場合には、出力した電流
は漏電遮断器１０が検出できる漏電電流値であったということであるから、今回出力した
電流値をもって動作電流値と決定する。（ステップＳ２０８）
　したがって、この場合の動作電流値は、この場合の動作電流値は、２５．２ｍＡという
ことになる。
【００９８】
　このように、ある初期値に目安をつけて、動作測定を行うことによって、動作電流の測
定時間を効率的に削減しつつ、正確性をもって動作電流を測定することができる。さらに
、測定対象機器の動作状況を加味することにより、より正確性をもって動作電流を測定す
ることができる。
【００９９】
　尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々の変更が可能である。
【０１００】
　例えば、前記初期値の値を、動作電流情報入力手段１１において選択できるよう構成し
、例示した５０％、６０％、８０％のほかに、減少させた４０％への設定を許容したり、
増加させた９０％に設定を許容してもよい。また、初期値に対して段階的に出力電流を変
化させていくための変移式において、初期値と段階的変移のステップの積算を、例示した
初期値×５％、初期値×１％、のほか、ステップをより精細化させるよう初期値×０．５
％としてもよいし、ステップを粗く設けて初期値×１０％としてもよい。
【０１０１】
　さらに、より測定を効率化させるために、まず最初に目安をつける目的で段階的ステッ
プの積算を、ステップを粗くした状態（初期値×１０％）で測定を行い、測定対象機器の
動作状態が変化したところで変化したところで（例えば前記フローＡ、フローＢにおける
状態変化点）、徐々に精細化させていく（初期値×５％、初期値×３％、初期値×１％）
ように構成して、効率化と正確性の両立を図ってもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
１　可搬型の漏電動作試験器
１０　漏電遮断器
１１　情報入力手段
１１１　動作電流情報入力手段
１１２　周囲環境情報入力手段
１１３　機器情報入力手段
１１４　情報入力補助手段
１１４ａ　撮像手段
１１４ｂ　通信手段
１１５　ＧＰＳ情報入力手段
１２　出力電流値決定手段
１２１　記憶手段
１３　電流出力手段
１４　電源部
１６　動作状態検出手段
１７　動作状態判別手段
１８　電流検出部
２１　テストリード
２２　テストリード
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